
防府市保育所等における安全対策事業補助金交付要綱 

 

                       令和２年 ８月１７日制定 

（趣旨） 

第１条 保育所等が睡眠中の事故防止対策を講じ、保育士の業務負担の軽減を

図るとともに、午睡中の見守りに専念することができるなど、保育の質の確

保・向上の一環として、安全かつ安心な保育環境の確保に要する費用の一部

を補助することにより、民間保育所の事故防止対策を推進し、もって児童福

祉の増進に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「保育所等」とは、児童福祉法(昭和２２年法律第

１６４号)第３５条第４項の規定により国、都道府県及び市町村以外の者が

設置した保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に係る法律第１７条第１項の規定により国、都道府県及び市町村以外のも

のが設置した幼保連携型認定こども園、児童福祉法第３４の１５第２項によ

り市長が認可している家庭的保育事業等をいう。 

 （補助対象事業者） 

第３条 この補助金の補助対象事業者は、国が定める保育環境改善等事業実施

要綱(令和２年５月１日子発０５０１第２号。以下「国要綱」という。)に基

づく安全対策事業を実施する保育所等の設置者（以下「設置者」という。）

とする。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、国が保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表に定

める基準額と睡眠時の事故防止対策に必要な機器等の購入費、リース料及び

導入費用の額から寄附金の額その他市長が認めた収入額を控除して得た額を

比較して、いずれか少ない額を限度として、予算の範囲内において市長が定

める額とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。 

 （実施方法） 

第５条 実施方法は、国要綱４（５）に掲げるものとする。 



 （事業実施申請） 

第６条 補助を受けようとする設置者は、防府市保育所等における安全対策事

業実施申請書（第１号様式）を市長が別に定める期日までに、市長に提出し

なければならない。 

 （交付申請） 

第７条 前条の実施申請書を提出した設置者は、事業完了後、市長が定める期

日までに防府市保育所等における安全対策事業補助金交付申請書（第２号様

式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金を

交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、防府市

保育所等における安全対策事業補助金交付決定通知書（第３号様式）により、

その旨を当該設置者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第８条 前条の規定により交付決定を受けた設置者は、補助金の交付を受けよ

うとするときは、請求書（第４号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により適法な請求書を受理したときは、３０日以内に

補助金を当該設置者に支払うものとする。 

 （関係書類の整備） 

第９条 補助金の交付を受けた設置者は、事業の実施状況及び当該事業に係る

収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、補

助金の交付の決定があった年度の終了後５年間保存しておかなければならな

い。 

 （報告及び検査） 

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた設置者に

対して報告を求め、若しくは当該補助金の使用について、必要な指示をし、

又は関係職員に帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問さ

せることができる。 

 （補助金の交付の決定の取消し等） 

第11条 市長は、補助金の交付を受けた設置者が次のいずれかに該当するとき

は、当該補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 



 (１) この要綱又は国要綱に違反したとき。 

 (２) 虚偽の申請その他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

すでに補助金が交付されているときは、当該設置者に対し、期限を定めてそ

の返還を命ずるものとする。  

 （その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、令和２年８月１７日から施行する。 



第１号様式（第６条関係） 

 年  月  日  

 

（宛先）防府市長 

 

                 所 在 地 

                 法 人 名 

                 代表者名             印 

                 施 設 名               

 

 

  年度防府市保育所等における安全対策事業実施申請書 

 

防府市保育所等における安全対策事業補助金交付要綱第６条第１項の規定に

基づき、下記のとおり申請します。 

 

記  

１ 事故防止のための機器等導入計画 

①施設名  

②住所 
（〒   -    ） 電話（   ） 

    

③睡眠中の事故防止対策 

として購入する備品等 

□無呼吸アラーム □午睡チェック □バウンサー 

□その他（                 ） 

【メーカー名、機種名、型番等】 

 

 

④睡眠中の事故防止対策

に要する費用 
円        

⑤導入により期待できる 

効果等 
 

（添付書類） 

 ・④睡眠中の事故防止対策に要する費用の見積書  



第２号様式（第７条関係） 

 年  月  日  

 

（宛先）防府市長 

 

                 所 在 地 

                 法 人 名 

                 代表者名             印 

                 施 設 名               

 

 

  年度防府市保育所等における安全対策事業交付申請書 

 

防府市保育所等における安全対策事業補助金交付要綱第７条第１項の規定に

基づき、下記のとおり申請します。 

 

記  

１ 交付申請額 金      円 

２ 実績報告 

①施設名  

②住所 
（〒   -    ） 電話（   ） 

    

③睡眠中の事故防止対策 

として購入した備品等 

□無呼吸アラーム □午睡チェック □バウンサー 

□その他（                 ） 

【メーカー名、機種名、型番等】 

 

 

④睡眠中の事故防止対策

に要した費用 
円        

（添付書類） 

 ・④睡眠中の事故防止対策に要した費用の納品書、領収書 

 



第３号様式（第７条関係） 

  指令防子 第      号  

                     年(    年)  月  日  

 

               様 

 

防府市長              

 

 

  年度防府市保育所等における安全対策事業補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました    年度防府市保育所等に

おける安全対策事業補助金について、下記のとおり決定しましたので、防府市

保育所等における安全対策事業補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知

します。        

 

記 

 

１ 補助金交付決定額     金          円 

 

 

 



第４号様式（第８条関係） 

請 求 書 

 

 

金             円 

 

    年度防府市保育所等における安全対策事業補助金として 

    

    上記のとおり請求します。 

 

 

 

                                年  月  日 

 （宛先）防府市長              

 

                 所 在 地 

                 法 人 名   

                 代表者名            印  

                 施 設 名               

 

    振込先 

金融機関名 

            銀  行           本店・支店 

            信用金庫           本店・支店 

            農業協同組合         本店・支所 

口座番号    普通 ・ 当座  NO. 

フリガナ 

口座名義 

 

 

 

 

 

 


